
告 示

◉金沢市告示第42号

　金沢市自転車等駐車場条例（平成３年条例第１号）第11条第１項（同条例第17条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により自転車等を移動し、保管したので、金沢市自転車等駐車場条例施行規則（平成３年規則第３号）

第７条（同規則第13条において準用する場合を含む。）の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１  移動し、保管した自転車等が駐車してあった駐車場又は暫定自転車等駐車場の名称

　　金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

　　金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

　　金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

　　金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場

　　金沢市営本町２丁目自転車駐車場

　　金沢市営西金沢駅東自転車駐車場

　　金沢市営西金沢駅西自転車駐車場

　　金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

　　金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

　　金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

　　金沢市営森本駅西自転車駐車場

　　金沢市営みどり１丁目バス停前自転車駐車場　　
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●告　示

○自転車等を移動し、保管したことについて

○自転車等を撤去し、保管したことについて

○地縁による団体の告示された事項の変更につ

いて

○生活保護法等の規定に基づく介護機関の指定

について

●公　告

○農業経営基盤強化促進法の規定に基づく地域

計画の変更案の縦覧について

○農業経営基盤強化促進法の規定に基づく地域

計画を変更したことについて

○建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定

の廃止について

○開発行為に関する工事の完了について

●選挙管理委員会告示

○金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙に

係る選挙時登録の基準日について

○金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙に

おける選挙公報の掲載順序を定めるくじを行

う日時及び場所について

○金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙に

おける投票所内、期日前投票所内及び不在者

投票記載場所内に掲示する候補者の氏名等の

掲示の掲載順序を定めるためのくじを行う日

時及び場所について

○金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙に

係る特定国外派遣隊員の不在者投票における

投票用紙等の交付等開始日について

●監査公表

○監査公表（第１号）

（交通政策課）　 1

（　　〃　　）　 2

（市民協働推進課）　 3

（生活支援課）　 3

（農業水産振興課）　 3

（　　　〃　　　）　 4

（建築指導課）　 4

（　　〃　　）　 4

（選挙管理委員会）　 4

（　　　〃　　　）　 4

（　　　〃　　　）　 5

（　　　〃　　　）　 5

（監査事務局）　 5

　　◎　目　　次　　　　　　　　　　　　　　　ページ



　　金沢市営矢木１丁目自転車駐車場

　　金沢市営十間町自転車駐車場

　　金沢市営香林坊自転車駐車場

　　金沢市営柿木畠自転車駐車場

　　金沢市営金沢駅西暫定自転車駐車場

　　金沢市営竪町自転車駐車場

　　金沢市営此花町自転車駐車場

　　金沢市営竪町第２暫定自転車駐車場

２　移動し、保管した自転車等の台数

　　自転車　　　　　　 　149台

３　自転車等を移動し、保管した日

　　令和８年１月１日から同月31日まで

４　移動し、保管した自転車等の返還を申し出る場所

　　金沢市二口町ニ24番地５

　　公益社団法人金沢市シルバー人材センター

５　移動し、保管した自転車等を返還する日時及び場所

　　日時　令和８年２月25日から同年５月24日まで

　　　　　午前10時から午後７時まで

　　場所　金沢市問屋町２丁目95番地

　　　　　金沢市自転車等保管庫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第43号

　金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例（平成６年条例第45号）第６条第２項及び第７条第２項の規

定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第９条第１項の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１　撤去し、保管した自転車等を撤去した場所及び台数

撤去し、保管した自転車等を撤去した場所 撤去し、保管した自転車等の台数

東金沢駅前自転車等放置禁止区域 自　 　　転　　 　車 １台

竪町自転車等放置禁止区域 自　 　　転　　 　車 ２台

永安町地内 自　 　　転　　 　車 １台

若松町３丁目地内 自　 　　転　　 　車 １台

竪町地内 自　 　　転　　 　車 １台

白菊町地内 自　 　　転　　 　車 １台

横川１丁目地内 自　 　　転　　 　車 １台

武蔵町地内 自　 　　転　　 　車 １台

昭和町地内 自　 　　転　　 　車 １台

金石今町地内 自　 　　転　　 　車 １台

入江２丁目地内 自　 　　転　　 　車 １台

２　撤去し、保管した自転車等を撤去し、保管した日

　　令和８年１月１日から同月31日まで

３　撤去し、保管した自転車等を返還する期間及び場所

　⑴　期間

　　　令和８年２月25日から同年８月24日

　⑵　場所　

　　　金沢市問屋町２丁目95番地

　　　金沢市自転車等保管庫
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◉金沢市告示第44号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により地縁による団体の告示された事項の変更の届

出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

区　分 変更事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

松寺町会

主たる事務

所の所在地
金沢市松寺町丑230番地 金沢市松寺町寅15番地１

令和８年

１月１日

代表者の氏

名及び住所

山崎　章

金沢市松寺町丑230番地

早川　健三

金沢市松寺町寅15番地１

北塚町町会
代表者の氏

名及び住所

島谷　博文

金沢市北塚町西359番地

谷内　一宣

金沢市北塚町西423番地

田上さくら並木町

会

主たる事務

所の所在地
金沢市田上さくら３丁目87番地 金沢市田上さくら２丁目90番地

令和８年

１月11日代表者の氏

名及び住所

宮野　晃

金沢市田上さくら３丁目87番地

重田　信一

金沢市田上さくら２丁目90番地

三口町町会
代表者の氏

名及び住所

三島　利勝

金沢市三口町金446番地

米倉　由樹

金沢市三口町木320番地５

令和８年

１月31日

朝霧台町会
代表者の氏

名及び住所

黒川　秀孝

金沢市朝霧台１丁目111番地１

𠮷崎　智一

金沢市朝霧台１丁目５番地１

令和８年

２月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第45号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

る場合を含む。）の規定により介護機関を指定したので、 生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示します。　　　　　

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

事業所番号
事業所 事業者 指　定

年月日
サービスの種類

名称 所在地 名称 所在地

1740144868 てまり古府

薬局

金沢市古府２丁

目50番

株式会社ス

パーテル

金沢市西念１丁

目１番８号 NCO

金沢202

令和７年

５月１日

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

公 告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項の規定により地域計画を変更したいので、同条第７

項の規定により公告し、当該地域計画の変更案を次のとおり縦覧に供します。

なお、当該地域計画の変更案の利害関係人は、当該地域計画の変更案について、本市に対して意見書を提出するこ

とができます。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１　地域計画の変更案の縦覧の期間及び場所

⑴　期間

　　令和８年２月24日から同年３月10日まで

⑵　場所
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　　金沢市柿木畠１番１号　金沢市農林水産局農業水産振興課

２　意見書の提出先、提出方法及び提出期間

⑴　提出先

  金沢市農林水産局農業水産振興課

⑵　提出方法

  持参又は郵送

⑶　提出期間

令和８年２月24日から同年３月10日まで（郵送による場合は、提出期間に提出先まで到着すること。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第５項の規定により地域計画を変更したので、同条第８項

の規定により公告します。

　なお、当該地域計画を金沢市農林水産局農業水産振興課において縦覧に供します。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を廃止したので、建築基

準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により、次のとおり公告します。

　なお、関係図書は、金沢市都市整備局建築指導課において縦覧に供します。

令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

廃止した道路の位置等

指定番号 指定廃止の年月日 廃止した指定道路の位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

第269号 令和７年12月15日 金沢市松村５丁目99番１ 30.67 4.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので、同条第３項の規定により公告します。

　　令和８年２月24日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類　位置及び区域

金沢市円光寺１丁目236番１、 236番２、

237番１、 237番２、 238番１及び238番２ 

金沢市鞍月５丁目57番地

　大和ハウス工業株式会社　北陸支社

　　支社長　坂東　希

道路 金沢市円光寺１丁目

236番２、 237番２及び

238番２

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

◉金沢市選挙管理委員会告示第43号

　令和８年３月８日執行予定の金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第22条第３項の規定により、選挙時登録の基準日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和25年政

令第89号）第14条第２項の規定により告示します。　

　　令和８年２月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

　選挙時登録の基準日  　令和８年２月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市選挙管理委員会告示第44号

　令和８年３月８日執行予定の金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじ

を行う日時及び場所は、それぞれ次のとおりです。
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　　令和８年２月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

１　金沢市長選挙

　⑴　日　時　　令和８年３月１日　午後５時30分から

　⑵　場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号

              金沢市第一本庁舎405会議室

２　金沢市議会議員補欠選挙

　⑴　日　時　　令和８年３月１日　午後６時から

　⑵　場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号

              金沢市第一本庁舎405会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市選挙管理委員会告示第45号

　令和８年３月８日執行予定の金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第175条第３項の規定により、投票所内、期日前投票所内及び金沢市選挙管理委員会の委員長が不在者投票管

理者となる不在者投票記載場所内に掲示する候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所をそ

れぞれ次のとおり定めます。

　　令和８年２月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

１　金沢市長選挙

　⑴　日　時　　令和８年３月１日　午後５時30分から

　⑵　場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号

              金沢市第一本庁舎301会議室

２　金沢市議会議員補欠選挙

　⑴　日　時　　令和８年３月１日　午後６時から

　⑵　場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号

              金沢市第一本庁舎301会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市選挙管理委員会告示第46号

　令和８年３月８日執行予定の金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙において、公職選挙法施行令（昭和25年政

令第89号）第59条の５の４第７項の規定により、特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒を

交付し、又は郵便等をもって発送する日を令和８年２月27日からと定めます。

　　令和８年２月24日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

監 査 公 表

◉金沢市監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので、次のとおり公表します。

　　令和８年２月24日

金沢市監査委員  加　　　藤　　　弘　　　行

金沢市監査委員  中　　　村　　  哲　　　郎

金沢市監査委員  高　　　村　　　佳　　　伸

金沢市監査委員  森　　　　　　　一　　　敏

１　財産の管理等状況監査

　⑴　措置通知があった年月日　　　令和８年２月２日
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　⑵　措置を講じた局等　　　　　　文化スポーツ局文化政策課

　⑶　監査結果の公表年月日　　　　令和７年８月21日（令和７年監査公表第13号）

　⑷　監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容）

１　公有財産の管理について

　　[指摘事項（改善を必要とする事項）]

⑴　建築基準法に基づく定期点検について、次の施設に

おいて点検時の不備が２年度以上改善されていないも

のが見受けられたので、必要な措置を早急に講じる必

要がある。

課　名 監査対象箇所

文化政策課 金沢 21 世紀美術館

　

　指摘のあった建築基準法に基づく定期点検時の不備に

ついては、必要な改修を行い、改善を確認した。

　今後も適切な公有財産の管理に努めていく。

⑵　消防法に基づく消防用設備等の定期点検について、

次の施設において点検時の不備が２年度以上改善され

ていないものが見受けられたので、必要な措置を早急

に講じる必要がある。

課　名 監査対象箇所

文化政策課 金沢 21 世紀美術館

　指摘のあった消防用設備等の定期点検時の不備につい

ては、必要な改修を行い、改善を確認した。

　今後も適切な公有財産の管理に努めていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎正　誤

○令和７年９月11日付け金沢市公報第3192号

頁 箇所 誤 正

２

欄外 令和７年（2025年）２月３日　第3192号 令和７年（2025年）９月11日　第3192号
４

６

８

令和８年（2026年）２月24日　発行   発行人

　　　　　　　　　　　　　　　   発行所

金 沢 市

金 沢 市 役 所

（株）　共　　　栄　　　　　　　編　集  石川県金沢市玉鉾４丁目166番地
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